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内 藤 証 券 

「Succe-s trade」利用規定（法人顧客用） 

(規定の趣旨) 

第１条 

１． この規定は、法人のお客様が内藤証券株式会社（以下「当社」といいます。）のインターネット

経由での取引（以下「本サービス」といいます。）を利用するうえで、当社が取扱う商品の取引

の注文（以下「取引注文」といいます。）に関する取り決め（以下「本規定」といいます。）です。 

２． 本規定に定めなき事項については、別に定める「内藤証券 Succe-s trade 約款・規定集」の規定

と異なる定めがある場合には、その異なる部分（修正条項を含む）については、本規定を適用し

ます。 

(取引責任者) 

第２条 

１．「内藤証券 Succe-s trade 約款・規定集」に定める Succe-s trade のご利用については、当該口

座名義人の代表者において、予め取引及び取引に付随する行為につき、代表権を付与する者を選

任の上、所定の書式により、当社に届け出られた取引の担当者（以下「取引責任者」といいます。）

１名のみが利用できるものとします。 

２．当該口座名義人を、前項に定める１名に代わり、取引責任者として選任することもできます。 

３．取引責任者は自然人１名とします。 

４．取引責任者の変更は、当社が取引責任者変更届出書を受理した時点で変更したものとみなします。 

(取引注文の執行) 

第３条 

１．当該口座で行う取引注文及びこれに付随する行為については、全て第２条１項で届けられた代理

人たる取引責任者において、これを行うものとします。 

(口座開設) 

第４条 

１．口座開設については、当社内の口座開設基準に基づき、当社において、口座開設の可否を判断す

るものとします。なお、口座開設の可否の基準及び理由については開示しておりません。 

(口座番号、暗証番号の付与) 

１．「内藤証券 Succe-s trade」のご利用に先立ち、当社は１法人に対し１口座番号１暗証番号を付

与します。 

２．お客様の取引注文時等には、前項により付与された口座番号及び暗証番号が必要となります。 

３．取引注文等に際し、当社による口座番号及び暗証番号の確認をもって、当該取引注文等が当該口

座名義人であるお客様により、行われたものとみなします。 

４．暗証番号は、口座番号も含めて取引責任者以外の第三者に、お客様ご本人の意見に反して漏洩等

しないよう、善良な管理者たる注意をもって、自らの責任で管理してください。 

５．お客様が管理保管されているご自身の口座番号、暗証番号及び取引情報等が開示または漏洩、盗

用されても、当社は損害賠償責任等、一切の責めを負わないものとします。 
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 (届出の変更) 

第６条 

１．お客様において、口座開設後にお届け事項に変更があった場合は遅滞なく当社に届出るものとし

ます。 

２．前項のお届け事項の変更は、当社において変更登録された時点において、効力が発生するものと

します。 

３．当社より、お客様に対して口座名義人たる法人及び取引責任者の本人確認書類、その他必要書類

の提出をお願いした場合には、お客様においてもこれに協力するものとします。 

４．前項により、必用書類の提出を求めるも、お客様において所定の届出がない場合や届出が遅滞し

たことによりお客様に損害が発生した場合については、当社はその責任を追わないものとします。 

（口座解除） 

第７条 

以下に掲げる事項の一つにでも該当した場合には、当社は当該お客様に対し、催告等要すること

なく、口座を解除することができるものとします。 

１．お客様が差押、仮差押、仮処分、納税滞納処分、その他これらに準ずる処分を受け、法人整理開

始、会社更生手続、民事再生手続、破産及び競売の申立てをされた時。 

２．お客様が振出しまたは引き受けた手形及び小切手につき、不渡り処分を受ける等、支払い停止状

態に陥ったとき。 

３．お客様の財産状態は悪化し、信用状態に著しい変化が発生したとき。 

４．お客様が本規約契約に係る届出事項等について虚偽の内容の届入れを行っていた事が判明したと

き。 

５．お客様の本人確認事項の真偽に疑いが生じたとき。 

６．お客様が、「Succe-s trade」の口座を利用し、マネーロンダリング等、違法行為又は不正行為を

行ったとき。 

７．その他、当社においてお客様との間の、本規定の継続を維持し難い事由が生じたと判断したとき。 

(確認事項） 

第８条 

取引責任者が行い、又、行った取引行為については、お客様自身の責任において、随時、取引の

内容を精査し、また、取引責任者から報告を受けるようにしてください。万一、取引責任者が行

った取引行為に関して、お客様に損害等が生じても、当社は苦情申立てを含めて、損害賠償その

他には一切応じかねますので、取引責任者からの経過報告書には、十分ご留意ください。 

 

以 上 
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